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二

識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
用
い
る
方
法

三

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
証
す
る
に
足
り
る
書
面
を
提
示
さ
せ
る
方
法

（
確
認
事
項
）

第
六
十
二
条
の
二
の
四

法
第
九
十
六
条
の
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
三
十
三
条
第
四
項
、
法
第
七
十
五
条
第
五
項
又
は
法
第
九
十
四
条
の
五
第
二
項
（
法
第
九
十
四
条
の
五

の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
を
し
た
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
。

二

法
第
七
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
項
の
提
供
を
し
た
者
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
の
型
式

に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

三

法
第
九
十
四
条
の
五
第
二
項
（
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規

定
す
る
事
項
の
提
供
を
し
た
者
が
指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。

（
登
録
の
申
請
）

第
六
十
二
条
の
二
の
五

法
第
九
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
登
録
情
報
処
理
機
関
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名

二

情
報
処
理
業
務
を
行
お
う
と
す
る
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三

情
報
処
理
業
務
の
開
始
の
予
定
日

四

自
動
公
衆
送
信
に
お
い
て
登
録
情
報
処
理
機
関
の
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
識
別
す
る
た
め
の
文

字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号

五

提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
第
七
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
事
項
の
別

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
人
に
あ
つ
て
は
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二

個
人
に
あ
つ
て
は
住
民
票
の
写
し

三

法
人
に
あ
つ
て
は
役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書

四

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

五

情
報
処
理
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

六

登
録
申
請
者
が
法
第
九
十
六
条
の
三
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
信
じ
さ
せ
る
に
足
る
書
類

七

登
録
申
請
者
が
法
第
九
十
六
条
の
四
前
段
の
電
子
計
算
機
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

八

そ
の
他
参
考
に
な
る
こ
と
を
記
載
し
た
書
類

（
登
録
情
報
処
理
機
関
登
録
簿
の
記
載
事
項
）

第
六
十
二
条
の
二
の
六

法
第
九
十
六
条
の
四
第
二
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一

情
報
処
理
業
務
を
行
う
事
業
場
の
名
称

二

情
報
処
理
業
務
の
開
始
の
日

（
登
録
情
報
処
理
機
関
登
録
簿
の
閲
覧
）

第
六
十
二
条
の
二
の
七

登
録
情
報
処
理
機
関
登
録
簿
は
、
国
土
交
通
省
に
備
え
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と

す
る
。

（
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
事
項
）

第
六
十
二
条
の
二
の
八

法
第
九
十
六
条
の
四
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名

二

登
録
年
月
日
及
び
登
録
情
報
処
理
機
関
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
た
登
録
番
号

三

情
報
処
理
業
務
に
関
す
る
約
款
及
び
料
金

四

情
報
処
理
業
務
を
行
う
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

五

提
供
を
受
け
る
法
第
七
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
事
項
の
別

（
登
録
の
更
新
）

第
六
十
二
条
の
二
の
九

第
六
十
二
条
の
二
の
三
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
九
十
六
条
の
五
の
登
録
の
更
新

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
情
報
処
理
業
務
の
実
施
基
準
）

第
六
十
二
条
の
二
の
十

法
第
九
十
六
条
の
六
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

情
報
処
理
業
務
の
用
に
供
す
る
電
子
計
算
機
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
二
条
の
二
の
十
四
に
お
い
て
「
情

報
処
理
設
備
」
と
い
う
。）を
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
第
六
十
二
条
の
二
の
十
四
第

四
号
に
お
い
て
同
じ
。）か
ら
防
御
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

情
報
処
理
設
備
を
設
置
す
る
施
設
へ
の
立
入
り
を
制
限
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

従
業
者
に
対
し
、
情
報
処
理
業
務
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
教
育
及
び
訓
練
を
施
す
こ
と
。

四

法
第
九
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
事
項
を
記
録
す
る
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方

法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
六
十
二
条
の
二

の
十
四
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
記
録
し
た
事
項
と
同
一
の
事
項
を
記
録
す
る
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
調
製
す
る

こ
と
。

五

情
報
処
理
設
備
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
情
報
処
理
設
備
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
た
場
合
に
、
速
や
か

に
当
該
支
障
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六

情
報
処
理
業
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
当
該
委
託
し
た
業
務
が
前
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に

よ
り
行
わ
れ
る
よ
う
、
委
託
を
受
け
た
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
う
こ
と
。

（
情
報
処
理
業
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
六
十
二
条
の
二
の
十
一

法
第
九
十
六
条
の
六
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
者
に
委
託
す
る
場
合
と
す
る
。

一

電
子
計
算
機
及
び
委
託
を
受
け
た
情
報
処
理
業
務
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
有
す
る
こ
と
。

二

法
第
九
十
六
条
の
三
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

三

正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
委
託
を
受
け
た
情
報
処
理
業
務
を
行
う
こ
と
。

四

公
正
に
、
か
つ
、
前
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
委
託
を
受
け
た

情
報
処
理
業
務
を
行
う
こ
と
。

五

自
ら
委
託
を
受
け
た
情
報
処
理
業
務
を
行
う
こ
と
。

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
六
十
二
条
の
二
の
十
二

登
録
情
報
処
理
機
関
は
、
法
第
九
十
六
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
日

三

変
更
の
理
由

（
役
員
の
選
任
及
び
解
任
の
届
出
）

第
六
十
二
条
の
二
の
十
三

登
録
情
報
処
理
機
関
は
、
役
員
を
選
任
又
は
解
任
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
届
出
書
を
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

選
任
し
た
役
員
の
氏
名
又
は
解
任
し
た
役
員
の
氏
名

二

選
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
履
歴

三

解
任
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
理
由

（
業
務
規
程
）

第
六
十
二
条
の
二
の
十
四

法
第
九
十
六
条
の
八
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

情
報
処
理
業
務
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

二

情
報
処
理
業
務
に
関
す
る
料
金
、
そ
の
算
出
根
拠
及
び
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三

情
報
処
理
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

四

情
報
処
理
設
備
を
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
か
ら
防
御
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

五

情
報
処
理
設
備
を
設
置
す
る
施
設
へ
の
立
入
り
を
制
限
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

六

従
業
者
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
事
項
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